
教保体第 １６７３ 号 

平成２７年１２月１８日 

 

 各市町村教育委員会教育長 

 各 県 立 学 校 長 

 各 教 育 事 務 所 長 

 

 

埼玉県教育委員会教育長 

 

 

   「学校生活管理指導表」に係る受診の生活保護法上の取扱いについて 

 

標記の件について、別添２のとおり福祉部社会福祉課に照会したところ、別

添１のとおり回答がありました。 

つきましては、生活保護世帯の方は学校生活管理指導表に係る費用が扶助の

対象となる場合がありますので、該当する方には管轄の福祉事務所に御相談い

ただきますよう情報提供をお願いいたします。 

市町村教育委員会におかれましては、貴管下学校にもお知らせいただきます

ようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健体育課 健康教育担当 

成澤 一美 

電 話：０４８－８３０－６９６３ 

ＦＡＸ：０４８－８３０－４９７１ 

 

様 







別添２ 

 

写 

教保体第 １６１９ 号 

平成２７年１２月 ９日 

 

 福祉部社会福祉課長 様 

 

 

教育局県立学校部保健体育課長 

 

 

   「学校生活管理指導表」に係る受診の生活保護法上の取扱い 

   について（照会） 

 

標記の件について、下記のとおり照会しますので、御回答くださるようお願

い申し上げます。 

 

記 

 

公立小学校、中学校、高等学校、特別支援学校では、心疾患やアレルギー疾

患等を有する児童生徒の保護者が、学校において疾患に関する教育的な配慮を

求める場合には、「学校生活管理指導表」（別添参照）の提出を必須としていま

す。この、「学校生活管理指導表」は、医師が対象の児童生徒の心疾患等を診断

し、記載するものです。 

つきましては、「学校生活管理指導表」に係る受診は、生活保護法第２８条に

基づく検診命令の対象となるものと解してよいか伺います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健体育課 健康教育担当 

成澤 一美 

電 話：０４８－８３０－６９６３ 

ＦＡＸ：０４８－８３０－４９７１ 

 










